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(57)【要約】
【課題】本発明は、坂路でも確実に後続車へ注意喚起す
ることのできる電気自動車の制動灯制御装置を提供する
。
【解決手段】回生ブレーキが作動すると(S10)、車速セ
ンサにて検出される車速の変化に基づいて、車両減速度
演算部にて車両減速度を演算し(S12)、アクセルポジシ
ョンセンサにて検出されるアクセル開度から演算される
ドライバの要求トルクと現在の車両の実トルクとの差、
及び車速センサにて検出される車速に基づいて、坂路勾
配角演算部にて路面勾配角を演算する(S14)。次に、車
両減速度を路面勾配角で減速度補正部にて補正し、勾配
角補正減速度を演算する(S16)。そして、当該勾配角補
正減速度が所定値より大きければ、ストップランプ２１
を点灯させる(S18,S20)。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両の減速時に後続車に減速を知らせる制動灯を有する車両の制動灯制御装置において
、
　前記車両の減速度を演算する車両減速度演算手段と、
　前記車両が走行している道路の勾配角を演算する勾配角演算手段と、
　前記制動灯の点灯を制御する制御手段とを備え、
　前記制御手段は、
　前記減速度演算手段にて演算される前記減速度を前記勾配角演算手段にて演算される前
記勾配角にて補正して勾配角補正減速度を演算し、
　更に前記勾配角補正減速度が所定値より大きい場合に前記制動灯を点灯させることを特
徴とする車両の制動灯制御装置。
【請求項２】
　前記車両減速度演算手段は、
　前記車両の車速を検出する車速検出手段と、
　前記車速検出手段にて検出される前記車速から減速度を演算する減速度演算手段とで構
成されることを特徴とする、請求項１に記載の車両の制動灯制御装置。
【請求項３】
　前記車両は、電動機により駆動される電動車両であって、
　前記制動手段は、回生制動が開始されると、前記減速度演算手段にて演算される前記減
速度を前記勾配角演算手段にて演算される前記勾配角にて補正して勾配角補正減速度を演
算し、
　更に前記勾配角補正減速度が所定値より大きい場合に前記制動灯を点灯させることを特
徴とする請求項１または請求項２に記載の車両の制動灯制御装置。
【請求項４】
　前記車両減速度演算手段は、
　前記電動車両の回生エネルギーを検出する回生エネルギー検出手段と、
　前記回生エネルギー検出手段にて検出される前記回生エネルギー量から減速度を演算す
る減速度演算手段とで構成されることを特徴とする、請求項３に記載の車両の制動灯制御
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の制動灯制御装置に係り、詳しくは、勾配における制動灯の点灯制御に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、モータ（電動機）にて駆動される電気自動車において安全性の向上として、アク
セルを放したことによる減速、所謂、回生ブレーキによる減速時に、車両後方のストップ
ランプ（制動灯）を点灯させて後続車に自車の減速を知らせるようにして、後続車への注
意喚起を行うようにしている。その手法として、回生ブレーキ時の回生電流を検出するこ
とにより減速を検出し制動灯を点灯させる方法（特許文献１）や、電動機を作動させる電
源の電圧が所定電圧以下である時に減速を検出し、制動灯を点灯させる方法（特許文献２
）が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平７－９００２号公報
【特許文献２】実開昭６３－１４９１０４号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１及び２の技術では、車両が坂路を走行すると坂路の影響
を受け、登坂時には登坂による減速も加わり制動灯が平坦路と比較して点灯しやすくなり
後続車が煩わしく感じたり、降坂時には降坂により加速するため平坦路と比較して点灯し
にくくなったりして、後続車への注意喚起が十分にできない虞があり好ましいことではな
い。
【０００５】
　本発明は、この様な問題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、
坂路でも確実に後続車へ注意喚起し、また、後続車が煩わしく感じることを防止すること
のできる車両の制動灯制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、請求項１の車両の制動灯制御装置では、車両の減速時に
後続車に減速を知らせる制動灯を有する車両の制動灯制御装置において、前記車両の減速
度を演算する車両減速度演算手段と、前記車両が走行している道路の勾配角を演算する勾
配角演算手段と、前記制動灯の点灯を制御する制御手段とを備え、前記制御手段は、前記
減速度演算手段にて演算される前記減速度を前記勾配角演算手段にて演算される前記勾配
角にて補正して勾配角補正減速度を演算し、更に前記勾配角補正減速度が所定値より大き
い場合に前記制動灯を点灯させることを特徴とする。
【０００７】
　また、請求項２の車両の制動灯制御装置では、請求項１において、前記車両減速度演算
手段は、前記車両の車速を検出する車速検出手段と、前記車速検出手段にて検出される前
記車速から減速度を演算する減速度演算手段とで構成されることを特徴とする。
　また、請求項３の車両の制動灯制御装置では、請求項１または請求項２において、前記
車両は、電動機により駆動される電動車両であって、前記制動手段は、回生制動が開始さ
れると、前記減速度演算手段にて演算される前記減速度を前記勾配角演算手段にて演算さ
れる前記勾配角にて補正して勾配角補正減速度を演算し、更に前記勾配角補正減速度が所
定値より大きい場合に前記制動灯を点灯させることを特徴とする。
【０００８】
　また、請求項４の車両の制動灯制御装置では、請求項３において、前記車両減速度演算
手段は、前記電動車両の回生エネルギーを検出する回生エネルギー検出手段と、前記回生
エネルギー検出手段にて検出される前記回生エネルギー量から減速度を演算する減速度演
算手段とで構成されることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１の発明によれば、車両減速度演算手段にて演算される減速度を勾配角演算手段
にて演算される勾配角にて補正して勾配角補正減速度を演算し、勾配角補正減速度が所定
値より大きい場合に制動灯を点灯させるようにしている。
　このように、減速度を勾配角にて補正しているので坂路であっても、車両への坂路の影
響を無くし、平坦路走行における回生制動時と同様の減速度にて制動灯を点灯させること
ができる。
【００１０】
　従って、坂路による影響を無くし制動灯を点灯させることができるので、降坂路であっ
ても後続車に確実に注意喚起することができ、また、登坂路であっても後続車が前走車の
制動灯を煩わしく感じることを防止することができる。
　また、請求項２の発明によれば、車両減速度演算手段は、車両の車速を検出する車速検
出手段と、車速検出手段にて検出される車速から減速度を演算する減速度演算手段とで構
成されており、車両に搭載される既存の検出手段により減速度を演算することができるの
で、簡単な構成としてコストの増加を抑制し、坂路であっても後続車への確実な注意喚起
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及び煩わしく感じさせることを防止することができる。
【００１１】
　また、請求項３の発明によれば、車両を電動機により駆動される電動車両とし、回生制
動が開始されると、減速度を勾配角にて補正し勾配角補正減速度を演算し、勾配角補正減
速度が所定値よりも大きい場合に制動灯を点灯させることができるので、簡単な構成とし
てコストの増加を抑制し、電動車両であっても坂路であっても後続車への確実な注意喚起
及び煩わしく感じさせることを防止することができる。
【００１２】
　また、請求項４の発明によれば、車両減速度演算手段は、電動車両の回生エネルギーを
検出する回生エネルギー検出手段と、回生エネルギー検出手段にて検出される回生エネル
ギー量から減速度を演算する減速度演算手段とで構成されており、電動車両に搭載される
既存の検出手段により減速度を演算することができるので、簡単な構成としてコストの増
加を抑制し、坂路であっても後続車への確実な注意喚起及び煩わしく感じさせることを防
止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る電気自動車の制動灯制御装置の概略構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る電気自動車の制動灯制御装置のストップランプ点灯制御
の制御ルーチンを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づき説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係る電気自動車の制動灯制御装置の概略構成図である。以
下、電気自動車の制動灯制御装置の構成を説明する。
　本実施形態の車両は、当該車両の走行装置として、バッテリより電力が供給されインバ
ータにより制御されるモータ（電動機）を備える電気自動車である。
【００１５】
　図１に示すように、本実施形態の電気自動車の制動灯制御装置は、例えば車輪速度から
車両の車速を検出する車速センサ（車速検出手段）１１と、アクセルの開き度合いを検出
するアクセルポジションセンサ１２と、機械式ブレーキ或いはモータの回生ブレーキの作
動に応じて後続車にブレーキの作動を注意喚起するストップランプ（制動灯）２１及び、
車両の総合的な制御を行うための制御装置であって、入出力装置、記憶装置（ＲＯＭ、Ｒ
ＡＭ、不揮発性ＲＡＭ等）及び中央演算処理装置（ＣＰＵ）等を含んで構成される電子コ
ントロールユニット（以下、ＥＣＵという）３０とで構成されている。
【００１６】
　ＥＣＵ３０は、車両の総合的な制御を行うための制御装置であり、入出力装置、記憶装
置（ＲＯＭ、ＲＡＭ、不揮発性ＲＡＭ等）、中央演算処理装置（ＣＰＵ）及びタイマ等を
含んで構成される。
　ＥＣＵ３０の入力側には、上記車速センサ１１及びアクセルポジションセンサ１２が接
続されており、これらのセンサ類からの検出情報が入力される。
【００１７】
　一方、ＥＣＵ３０の出力側には、上記ストップランプ２１が接続されている。
　ＥＣＵ３０は、車速センサ１１からの検出情報に基づいて、現在の車両の減速度を演算
する車両減速度演算部（減速度演算手段）３１と、車速センサ１１からの検出情報及びア
クセルポジションセンサ１２からの検出情報に基づいて坂路の勾配角を演算する坂路勾配
角演算部（勾配角演算手段）３２と、現在の車両の減速度と坂路の勾配角に基づいて、平
坦路走行時の減速度に相当する勾配角補正減速度を演算する減速度補正部（制御手段）３
３とで構成されている
　以下、このように構成された本発明の実施形態に係るＥＣＵ３０でのストップランプ点
灯制御について説明する。
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【００１８】
　図２は、ＥＣＵ３０の実行する本発明の実施形態に係る電気自動車の制動灯制御装置の
ストップランプ点灯制御の制御ルーチンを示すフローチャートである。
　図２に示すように、ステップＳ１０では、回生ブレーキが作動したか否かを判別する。
詳しくは、ドライバがアクセルペダルの操作をやめ、アクセルポジションセンサ１２にて
検出されるアクセル開度が全閉となっているか、否かを判定する。判別結果が真（Ｙｅｓ
）でアクセルポジションセンサ１２にて検出されるアクセル開度が全閉となっており、回
生ブレーキが作動していれば、ステップＳ１２に進む。判別結果が偽（Ｎｏ）でアクセル
ポジションセンサ１２にて検出されるアクセル開度が全閉でなく、回生ブレーキが作動し
ていなければ、ステップＳ１０へ戻り再度判別する。
【００１９】
　ステップＳ１２では、車速センサ１１にて検出される車速の変化に基づいて、車両減速
度演算部３１にて車両減速度を演算する。そして、ステップＳ１４に進む。
　ステップＳ１４では、アクセルポジションセンサ１２にて検出されるアクセル開度から
演算されるドライバの要求トルク（回生ブレーキ作動中であるためアクセル開度は全閉で
ありドライバ要求トルクは０）と、車速センサ１１にて検出される車速より演算される現
在の車両の実トルクとに基づいて、坂路勾配角演算部３２にて路面勾配角を演算する。そ
して、ステップＳ１６に進む。
【００２０】
　ステップＳ１６では、車両減速度演算部３１にて演算される車両減速度を坂路勾配角演
算部３２にて演算される路面勾配角で減速度補正部３３にて補正し、平坦路走行時の減速
度に相当する勾配角補正減速度を演算する。そして、ステップＳ１８に進む。
　ステップＳ１８では、減速度補正部３３にて演算された勾配角補正減速度が所定値より
大きいか否かを判別する。判別結果が真（Ｙｅｓ）で勾配角補正減速度が所定値より大き
ければ、ステップＳ２０に進む。判別結果が偽（Ｎｏ）で勾配角補正減速度が所定値以下
であれば、本ルーチンをリターンする。
【００２１】
　ステップＳ２０では、ストップランプ２１を点灯させ、本ルーチンをリターンする。
　以上のように、本発明の実施形態に係る電気自動車の制動灯制御装置によれば、回生ブ
レーキが作動すると、車速センサ１１にて検出される車速の変化に基づいて、車両減速度
演算部３１にて車両減速度を演算し、アクセルポジションセンサ１２にて検出されるアク
セル開度から演算されるドライバの要求トルクと現在の車両の実トルクとの差、及び車速
センサ１１にて検出される車速に基づいて、坂路勾配角演算部３２にて路面勾配角を演算
する。次に、車両減速度を路面勾配角で減速度補正部３３にて補正し、勾配角補正減速度
を演算する。そして、当該勾配角補正減速度が所定値より大きければ、ストップランプ２
１を点灯させるようにしている。
【００２２】
　このように、車両減速度演算部３１にて演算された車両減速度を、当該車両の走行して
いる坂路の勾配角である路面勾配角で補正しているので、坂路であっても平坦路走行にお
ける回生制動時と同様の減速度にてストップランプ２１を点灯させることができる。
　例えば、車両は登坂時には登坂による減速が加わるが、後続車も登坂により減速し易く
なるので、単純に当該車両の車両減速度からストップランプ２１を点灯させた場合には、
後続車に対する当該車両の相対減速度が低下しなくともストップランプ２１が点灯される
場合があり、後続車にとって煩わしさを与える虞がある。
【００２３】
　また、降坂時には降坂により加速するが、後続車も降坂により加速し易いので、単純に
車両減速度からストップランプ２１を点灯させた場合には、後続車に対して当該車両の相
対減速度が所定以上になっても、ストップランプ２１が点灯されない場合がある。
　本実施形態では、上記のように坂路による影響を無くし平坦路走行における回生制動時
と同様の減速度に換算してストップランプ２１を点灯させることができるので、坂路であ
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車に注意を促し、安全性を高めることができる。
【００２４】
　また、車両の減速度を車速センサ１１にて検出される車速より演算しているので、新た
に減速度を検出するセンサ類を追加する必要がないので、簡単な構成としてコストの増加
を抑制することができる。
　以上で発明の実施形態の説明を終えるが、本発明の形態は上記実施形態に限定されるも
のではない。
【００２５】
　例えば、上記実施形態では、車両の減速度を車速センサ１１にて検出される車速より演
算をするようにしているが、これに限定されるものではなく、例えば、加速度センサや車
輪速センサ等を用いて減速度を検出するようにしても良く、この場合でも後続車に確実に
注意喚起を行うことができる。また、例えば回生ブレーキ時の回生電流を検出することに
より、車両の回生エネルギー量を検出し（回生エネルギー検出手段）、この回生エネルギ
ー量を用いて車両の減速度を演算するようにしてもよい。
【００２６】
　また、本実施例では、回生ブレーキが作動する電気自動車またはハイブリッド自動車と
いう所謂電動車両についての説明をしたが、回生ブレーキの作動有無に関係なく内燃機関
を駆動源とするガソリン車においても、車速センサ、加速度センサや車輪速センサより減
速度を検出するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００２７】
　１１　車速センサ（車速検出手段）
　１２　アクセルポジションセンサ
　２１　ストップランプ（制動灯）
　３０　ＥＣＵ
　３１　車両減速度演算部（減速度演算手段）
　３２　坂路勾配角演算部（勾配角演算手段）
　３３　減速度補正部（制御手段）



(7) JP 2012-153294 A 2012.8.16

【図１】 【図２】



(8) JP 2012-153294 A 2012.8.16

10

フロントページの続き

(72)発明者  杉本　喬紀
            東京都港区芝五丁目３３番８号　三菱自動車工業株式会社内
(72)発明者  宮本　寛明
            東京都港区芝五丁目３３番８号　三菱自動車工業株式会社内
(72)発明者  初田　康之
            東京都港区芝五丁目３３番８号　三菱自動車工業株式会社内
(72)発明者  橋坂　明
            東京都港区芝五丁目３３番８号　三菱自動車工業株式会社内
Ｆターム(参考) 3K039 AA03  MB10 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

